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釧路市の概況（平成２９年３月末現在）

 人口 173,223人

 65歳以上の人口 54,437人 高齢化率 31.4％

 介護認定状況 11,173人 うち認知症自立度Ⅱ以上 6,793人（60.8％）

 地域包括支援センター 釧路地区 5ヶ所（委託）

阿寒地区 1ヶ所（直営）

音別地区 1ヶ所（直営） 計 7ヶ所 ※各センターに認知症地域支援推進員を1名配置

 グループホーム 37ヶ所

 小規模多機能 14ヶ所

 認知症対応通所介護 9ヶ所

 認知症疾患医療センター １ヶ所(H26年7月に指定）

 物忘れ外来 ３ヶ所

 訪問診療（精神科） 3ヶ所

 高齢者福祉サービス（主に認知症関連サービス）

・寝たきり高齢者等移送サービス

・配食サービス

・軽度生活援助事業

・単身高齢者声かけ運動事業

・単身高齢者等除雪等事業

・ふれあい収集

・家族の方への支援

家族介護教室

家族介護者交流事業

徘徊高齢者等早期発見システム事業

認知症高齢者家族やすらぎ支援事業

・認知症高齢者地域サポート事業
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釧路市の特徴

 北海道東部に位置し夏期平均気温が20℃で濃霧の日
が多く、冬期は雪はあまり降らないが足元が凍る。

 豊かな自然に恵まれ、釧路湿原や丹頂鶴、阿寒湖の
マリモなど観光資源も多い。

 市街の目ぬき通りは空洞化が進み、かつての商店街
は空き店舗、空きビルになっている。

 炭鉱の閉山、200海里漁業水域の設定による漁業の
衰退、製紙工場の縮小などにより人口流出が続き、
1980年代には227,000人余りだった人口も大き
く減少している。
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内 容

① 高齢者実態調査事業の実施 平成22年より、基本チェックリストを活用し、認知症の方も含めた介護予防事業対象者
等の把握、心身状況や緊急連絡先等の実態調査を行い、支援の必要な高齢者の把握、地
域全体で見守り等の支援を行う体制の強化、地域包括支援センターの周知を進めること
を目的に実施。
※平成22年～25年で地区を一巡し、平成26、27年度からは、新たに65歳になられた方、
75歳以上の方を中心に２巡目の調査を実施している。

② 釧路市高齢者安心ネット
ワーク事業の推進

平成25年7月より実施。高齢者が地域や社会から孤立せずに安心して暮らしていけるよう、
地域ぐるみで見守り、支え合うシステムで、認知症の方へのさりげない見守り、異変時
の早期の気づきなどにもつながることを目指している。

③「物忘れ受診連携シート」を
作成

平成26年2月に試作シート作成。各包括で試用、修正している。
試用結果、平成28年4月に完成
平成27年度内の認知症医療疾患センター主催「認知症疾患医療連携協議会」にて、医療
機関での普及方法について検討
医療機関への普及と同時に、釧路市介護支援専門員連絡協議会の協力や、包括単位での
ケアマネ連絡会議での説明会開催等にて市内全域への普及を図る（H28年5月）

④ 認知症ケアパス・社会資源
リスト（暮らしに役立つ資源
情報）の作成

認知症の方の状態に合わせた支援の仕組みづくり。
H28年度は概要版を作成。より日常生活に密着した社会資源リストを作成

⑤認知症サポーター養成講座
認知症サポータースキルアッ

プ
講座の開催

※これまで実施していた在宅介護支援センターの廃止に伴い、平成25年度より各地域包
括支援センターが開催することとした。

釧路地区7ヶ所 各年1回（サポーター養成・スキルアップ）

釧路市の認知症施策の動き
（認知症を含む高齢者全体の施策を含む）



釧路市の認知症施策の動き
（認知症を含む高齢者全体の施策を含む）

内 容

⑥在宅サービス等従事者を対象と
した研修会の開催

年1回（今年度は平成30年2月に開催予定）
特にヘルパーは、本人と直接会い、状況を把握できる立場でもあり、認知症の知
識をきちんと身につけていただくことで、早期把握、対応が可能になることを期
待。
受講証カード（ポイントカード）の作成・活用
平成25年度「認知症地域支援推進員研修における効果的な人材育成の
あり方に関する研究」報告書において活動事例（代表例）として紹介

⑦キャラバンメイト養成講座の
開催（平成27年度）

地域で暮らす認知症の人やその家族を応援する「認知症サポーター」をつくる｢認
知症サポーター養成講座」の講師役「キャラバン・メイト」を養成する。
・平成27年11月30日（月）
・釧路市主催での開催は初めて
・地域密着型事業所の職員に絞って声かけ（他、市職員、包括職員、社協職員）
51名受講

⑧ 市民向け認知症講習会の開催 本年9月30日に開催予定。「ほっとけない！認知症～認知症を正しく知ろう～」
今年は若年性認知症介護をテーマに講演予定

⑨ 釧路地区障害老人を支える会
（たんぽぽの会・家族会）と
交流、定例会の参加や協働

各推進員・市担当者が参加

⑩ SOSネットワークの充実 釧路市各包括地区において、徘徊高齢者等捜索模擬訓練を実施（H25年度～）



認知症地域支援推進員の配置（H２４年度～）

認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療、

介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを

形成し、認知症の人への効果的な支援を行うことが重要。

医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネー

ターとしての役割を担う認知症地域支援推進員を釧路市の7か所の地

域包括支援センターに各1名配置し、当該推進員を中心として、医療

と介護の連携強化や、地域における支援体制の構築を図ることとする。

※推進員は、介護予防プラン作成を担当せず、専任で業務を行う。

※毎月、市と共同で会議を開催、協議を行っている。

※地域のネットワークづくりを担う地域支援コーディネーター

（生活支援コーディネーターとは別）の配置（H２４年度～）釧路地
区の推進員は、役割を兼務している。
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認知症ケアパスの作成（平成26～27年度）

平成26年度

 4月 作成についての意思統一、今後のスケジュールの確認

 5月 国保・ 北海道後期高齢者医療広域連合・介護保険担当・

老人クラブ、介護予防、福祉サービス担当者・社協担当

者に情報提供の依頼

 6月 気づきシート・社会資源整理シートの作成開始

 9月 認知症ケアパスの作成に係る内容協議、業務分担

 12月 第6期介護保険事業計画への反映（認知症施策の推進）

平成27年度

 4月 内容最終確認・校正作業

 5月 出来上がり・配付、活用方法について再確認

 6月 民生委員正副会長（42名）への説明、配付

 7月 新聞紙各社へ掲載依頼、広報紙へ掲載等で市民・関係者へ周知

 8月 医師会、歯科医師会への説明後、各医療機関へ認知症地域支援

推進員が説明配付
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認知症ケアパスの作成（一部抜粋）

認知症の人を支える社会資源の整理シート（地域の社会資源を認知症の生活機能障害ごとに整理する） 　　　釧路市　総合　　地区

認知症の疑い
認知症を有するが日常生

活は自立
誰かの見守りがあれば日

常生活は自立
日常生活に手助け・介護

が必要
常に介護が必要

物忘れはあるが、金銭管理や
買い物、書類作成等を含め、
日常生活は自立している

買い物や事務、金銭管理等に
ミスがみられるが、日常生活

はほぼ自立している

服薬管理ができない、電話の
応対や訪問者の対応などが１

人では難しい

着替えや食事、トイレ等がう
まくできない

ほぼ寝たきりで意思の疎通が
困難である

介護予防・悪化予防

一次予防・二次予防、ふれ
あいいきいきサロン、老人
クラブ、老人福祉センター
の健康相談、保健師による
健康相談、地域包括支援セ
ンターによる相談会、各種
健診

二次予防、ふれあいいきい
きサロン、老人クラブ、老
人福祉センターの健康相
談、保健師による健康相
談、地域包括支援センター
による相談会、各種健診、
通所介護、通所リハビリ、
初期集中支援チーム

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪
問介護、訪問看護、、訪問
リハビリ、初期集中支援

チーム

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪
問介護、訪問看護、訪問リ
ハビリ、ショートステイ

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪
問介護、訪問看護、訪問リ
ハビリ、ショートステイ

他者とのつながり支援

一次予防・二次予防、ふれ
あいいきいきサロン、老人
クラブ、地域食堂、生きが
い事業、自治会活動、コ
ミュニティカフェ

二次予防、ふれあいいきい
きサロン、老人クラブ、地
域食堂、生きがい事業、自
治会活動、小規模多機能居
宅介護、通所介護、通所リ
ハビリ、コミュニティカ
フェ

ふれいあいきいきサロン、
老人クラブ、地域食堂、生
きがい事業、自治会活動、
小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、コ
ミュニティカフェ

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪

問介護、訪問看護

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪

問介護、訪問看護

仕事・役割支援

ボランティア活動、シル
バー人材センター、老人ク
ラブ、NPO活動、サーク
ル活動

ボランティア活動、シル
バー人材センター、老人ク
ラブ、NPO活動、サーク
ル活動

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪

問介護、訪問看護

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪

問介護、訪問看護

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪

問介護、訪問看護

安否確認・見守り

高齢者地域安心ネットワー
ク、地域安心ネットワー
ク、緊急通報システム、食
の自立支援事業、単身高齢
者声かけ運動事業、民間配
食サービス、ふれあい収
集、民生委員、自治会、認
知症サポーター

高齢者地域安心ネットワー
ク、地域安心ネットワー
ク、緊急通報システム、食
の自立支援事業、単身高齢
者声かけ運動事業、民間配
食サービス、ふれあい収
集、民生委員、自治会、
SOSネットワーク、徘徊
高齢者等早期発見システム
事業、認知症サポーター

高齢者地域安心ネットワー
ク、地域安心ネットワー
ク、緊急通報システム、食
の自立支援事業、単身高齢
者声かけ運動事業、民間配
食サービス、ふれあい収
集、民生委員、自治会、
SOSネットワーク、徘徊
高齢者等早期発見システム
事業、訪問介護、訪問看
護、居宅介護支援事業所、
認知症サポーター

高齢者地域安心ネットワー
ク、地域安心ネットワー
ク、緊急通報システム、食
の自立支援事業、単身高齢
者声かけ運動事業、民間配
食サービス、ふれあい収
集、民生委員、自治会、
SOSネットワーク、徘徊
高齢者等早期発見システム
事業、訪問介護、訪問看
護、居宅介護支援事業所、
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護、認知症サポー
ター

高齢者地域安心ネットワー
ク、地域安心ネットワー
ク、緊急通報システム、民
間配食サービス、ふれあい
収集、民生委員、自治会、
SOSネットワーク、徘徊
高齢者等早期発見システム
事業、訪問介護、訪問看
護、居宅介護支援事業所、
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護、認知症サポー
ター

支援の内容

認知症の

生活機能障害

＜介護保険事業計画をふまえた社会資源整備の考え方＞
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認知症ケアパスの作成（一部抜粋）

認知症の人を支える社会資源の整理シート（地域の社会資源を認知症の生活機能障害ごとに整理する） 　　　釧路市　総合　　地区

認知症の疑い
認知症を有するが日常生

活は自立
誰かの見守りがあれば日

常生活は自立
日常生活に手助け・介護

が必要
常に介護が必要

物忘れはあるが、金銭管理や
買い物、書類作成等を含め、
日常生活は自立している

買い物や事務、金銭管理等に
ミスがみられるが、日常生活

はほぼ自立している

服薬管理ができない、電話の
応対や訪問者の対応などが１

人では難しい

着替えや食事、トイレ等がう
まくできない

ほぼ寝たきりで意思の疎通が
困難である

介護予防・悪化予防

一次予防・二次予防、ふれ
あいいきいきサロン、老人
クラブ、老人福祉センター
の健康相談、保健師による
健康相談、地域包括支援セ
ンターによる相談会、各種
健診

二次予防、ふれあいいきい
きサロン、老人クラブ、老
人福祉センターの健康相
談、保健師による健康相
談、地域包括支援センター
による相談会、各種健診、
通所介護、通所リハビリ、
初期集中支援チーム

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪
問介護、訪問看護、、訪問
リハビリ、初期集中支援

チーム

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪
問介護、訪問看護、訪問リ
ハビリ、ショートステイ

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪
問介護、訪問看護、訪問リ
ハビリ、ショートステイ

他者とのつながり支援

一次予防・二次予防、ふれ
あいいきいきサロン、老人
クラブ、地域食堂、生きが
い事業、自治会活動、コ
ミュニティカフェ

二次予防、ふれあいいきい
きサロン、老人クラブ、地
域食堂、生きがい事業、自
治会活動、小規模多機能居
宅介護、通所介護、通所リ
ハビリ、コミュニティカ
フェ

ふれいあいきいきサロン、
老人クラブ、地域食堂、生
きがい事業、自治会活動、
小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、コ
ミュニティカフェ

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪

問介護、訪問看護

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪

問介護、訪問看護

仕事・役割支援

ボランティア活動、シル
バー人材センター、老人ク
ラブ、NPO活動、サーク
ル活動

ボランティア活動、シル
バー人材センター、老人ク
ラブ、NPO活動、サーク
ル活動

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪

問介護、訪問看護

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪

問介護、訪問看護

小規模多機能居宅介護、通
所介護、通所リハビリ、訪

問介護、訪問看護

安否確認・見守り

高齢者地域安心ネットワー
ク、地域安心ネットワー
ク、緊急通報システム、食
の自立支援事業、単身高齢
者声かけ運動事業、民間配
食サービス、ふれあい収
集、民生委員、自治会、認
知症サポーター

高齢者地域安心ネットワー
ク、地域安心ネットワー
ク、緊急通報システム、食
の自立支援事業、単身高齢
者声かけ運動事業、民間配
食サービス、ふれあい収
集、民生委員、自治会、
SOSネットワーク、徘徊
高齢者等早期発見システム
事業、認知症サポーター

高齢者地域安心ネットワー
ク、地域安心ネットワー
ク、緊急通報システム、食
の自立支援事業、単身高齢
者声かけ運動事業、民間配
食サービス、ふれあい収
集、民生委員、自治会、
SOSネットワーク、徘徊
高齢者等早期発見システム
事業、訪問介護、訪問看
護、居宅介護支援事業所、
認知症サポーター

高齢者地域安心ネットワー
ク、地域安心ネットワー
ク、緊急通報システム、食
の自立支援事業、単身高齢
者声かけ運動事業、民間配
食サービス、ふれあい収
集、民生委員、自治会、
SOSネットワーク、徘徊
高齢者等早期発見システム
事業、訪問介護、訪問看
護、居宅介護支援事業所、
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護、認知症サポー
ター

高齢者地域安心ネットワー
ク、地域安心ネットワー
ク、緊急通報システム、民
間配食サービス、ふれあい
収集、民生委員、自治会、
SOSネットワーク、徘徊
高齢者等早期発見システム
事業、訪問介護、訪問看
護、居宅介護支援事業所、
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護、認知症サポー
ター

支援の内容

認知症の

生活機能障害

＜介護保険事業計画をふまえた社会資源整備の考え方＞

初期の方の支
援は幅が広く
て悩むな～

ここに当てはま
る方は本当にこ
のサービスを利
用できるの？

全体の整合性は
とれてる？

重度化すると支
援も固定してし
まうよね。

ご家族が見てわ
かりやすい記載
が必要だね。
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認知症ケアパス（一部抜粋）
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認知症ケアパス（一部抜粋）
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認知症ケアパス（一部抜粋）

釧路市内における社会資源

誰かの見守りがあれば日常生活は自立

支援の内容における「介護予防・悪化防止」「他者とのつながり支援」「仕事・役割」については、ご本人の状態に合わせた対応が望ましいため、お近くの地
域包括支援センターにご相談をお願いいたします。

支援の内容 社会資源 窓口・問合せ先 電話番号

安否確認・見守り

高齢者地域安心ネットワーク お近くの地域包括支援センター

地域安心ネットワーク 市地域福祉課 31-4536

釧路市SOSネットワーク 釧路警察署 生活安全課 23-0110（内線261）

緊急通報システム・単身高齢者声かけ運動

市介護高齢課 31-4539食の自立支援事業（配食サービス）

徘徊高齢者等早期発見システム事業

ふれあい収集（ごみ出し支援） 市環境事業課 24-4146

配食サービス（民間） お近くの地域包括支援センターまたは担当介護
支援専門員訪問介護・訪問看護・居宅介護支援事業所

町内会 釧路市連合町内会 23-2101

民生委員 釧路市民生委員児童委員協議会 24-2468

生活支援

食の自立支援事業（配食サービス）

市介護高齢課 23-5185単身高齢者等除雪等事業

軽度生活援助事業

ふれあい収集（ごみ出し支援） 市環境事業課 24-4146

配食サービス（民間）・買い物宅配サービス
お近くの地域包括支援センター

移動販売・民間福祉輸送・介護タクシー

通所介護・通所リハビリ
お近くの地域包括支援センターまたは担当介護
支援専門員

訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ

小規模多機能居宅介護

成年後見制度 釧路市権利擁護成年後見センター 24-1201

日常生活自立支援事業（金銭管理等） 釧路市社会福祉協議会 24-1565

身体介護

通所介護・通所リハビリ

お近くの地域包括支援センターまたは担当介護
支援専門員

訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ

小規模多機能居宅介護

短期入所（ショートステイ）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護・複合型サービス

医療

かかりつけ医 各かかりつけ医の病院・医院へ

認知症疾患医療センター 釧路星が浦病院 64-6820

もの忘れ外来 ケアパス 3ページ参照

訪問診療（医師・歯科医師） 各医療機関へ

居宅療養管理指導 各医療機関・事業所へ

家族支援

地域包括支援センター・認知症地域支援推進員 お近くの地域包括支援センター

居宅介護支援事業所
お近くの地域包括支援センターまたは担当介護
支援専門員

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型グループホーム

家族介護者の会 釧路地区障害老人を支える会 42-2688

認知症サポーター養成講座

市介護高齢課 31-4539家族介護教室・家族介護者交流事業

認知症高齢者家族やすらぎ支援事業

ふれあい相談 釧路市社会福祉協議会 24-7837

民生委員 釧路市民生委員児童委員協議会 24-2468

医療機関相談窓口 各医療機関窓口へ

人権相談 法務省（みんなの人権110番） 0570-003-110

消費者生活相談 釧路市消費生活相談室 24-3000

緊急時支援

精神科診療病院 医療機関（精神科）

短期宿泊事業 市介護高齢課 23-5185

小規模多機能型居宅介護 お近くの地域包括支援センターまたは担当介護
支援専門員短期入所（ショートステイ）

安心バトン 釧路市社会福祉協議会 24-1742

住まい・サービス付き高
齢者住宅等

住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅
お近くの地域包括支援センター

高齢者対応型住宅（私設）・ケアハウス

高齢者対応型住宅（公設） 釧路市住宅公社 31-4563

生活支援ハウス・養護老人ホーム 市介護高齢課 31-4539

介護老人福祉施設等居住
系サービス

老人保健施設・認知症対応型グループホーム お近くの地域包括支援センターまたは担当介護
支援専門員介護付き有料老人ホーム
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認知症ケアパス・・・

ケアパス完成！ さあ配布しよう！

なんかちょっと違和感が・・・
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改めて、認知症を広く普及、啓発するために
概要版の作成を即決。プロジェクトチームを
立ち上げ、内容の精査を行う。

（平成27年10月）

認知症ケアパス・・・

内容量の多いケアパスができあがったため、
広く一般的に配布するためのものとは言い
にくくなってしまった･･･

（支援者向けのもの）
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認知症ケアパス（概要版）

平成２８年
４月 概要版完成 市民や関係者への配布開始
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認知症地域支援推進員として

自分たちの暮らす町がどのような形に
なってほしいか、高齢者や私たちが安心
して住み続けることを常に念頭に置く

一緒に考え、形にしていく！
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認知症ケアパス（概要版）

完成したケアパス概要版は、認知症サポー
ター養成講座や、地域での講話、民生委員、町
内会での会合他、様々な人が集まる場所で配布。
そこで時間をもらい、推進員の活動紹介を交え
て話をし、関係を作る。

ちなみに・・・

たとえば～
17



認知症サポーター養成講座

 釧路方面本部釧路警察署での研修の様子
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釧路市認知症講習会（市民向け）

 平成28年度の様子
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在宅サービス従事者のための認知症研修

 従事者向け研修の様子

 受講カード
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釧路市つながり手帳

 検討の経過
Ｈ25～26年
市内総合病院の副看護部長職と４訪問看護ステーション所長
らが計10回の会議を重ね、地域の看護連携について検討。
課題として、医療側と介護側の連携不足が大きな課題であり、
「本人や家族が参加する形で介護職と医療職が必要な情報を
共有するツール」として、「手帳」が非常に有効であるとの
結論に至る。

Ｈ27～28年
上記会議に釧路市介護高齢課も参加、介護側の声として、
地域支援推進員会議で精査した意見を伝える。

在宅医療・介護連携 推進事業の事業項目 の
（イ） 在宅医療･介護連携の課題と抽出の対応策の検討
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釧路市つながり手帳

釧路市では、医療や介護が必要

になっても、安心して地域で暮

らしていくことができるよう、

ご本人の状況や思いを医療・介

護関係者が共有し、切れ目のな

い支援を行うことを目的に、

「釧路市つながり手帳」を作成

しました。

ご本人の思いを大切にし、関わる人がつながりながら
在宅生活を支える
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SOSネットワークの充実

捜索協力機関 捜索協力機関 
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                                             保護連絡（FAX） 
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                 協力依頼               協力依頼                        引き取り           
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        捜                                         相談・支援          

       索                                                      連携 
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ネットワーク  

       の説明＊１                    協力依頼          

                通報/照会                                
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                                                                                          搬送 

 

 

 

 

 

 

     ＊１ 北海道個人情報保護条例第８条（３）に基づき、認知症・高齢者の情報は全て警察から 

        市町村に情報提供すること。 

     ＊２ 捜索協力機関が SOSネットワーク捜索対象者を保護した場合、警察へ連絡する。 

     ＊３ 保護後、利用者に対しての支援は関係機関の協力のもと実施する。 

     ＊４ 釧路市音別町・釧路市阿寒町は、釧路市を通さず直接行政センターに情報提供を行う。            
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 居宅介護支援事業所 
・サービス検討、提供 
・サービス担当者会議等の開催 
           ＊３ 

 
医療機関 

（一時保護施設） 

家  族 釧路保健所 

釧路地域 SOSネットワーク連絡会議 

更新日：平成２６年７月１日 

 
入院・通院 

ＦＭくしろ、ハイヤー協会、 

トラック協会、漁業協同組合 

情 

報 

提 

供 
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SOSネットワークの充実（捜索関連）
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徘徊高齢者等捜索模擬訓練

目的：・SOSネットワークシステムの普及・啓発

・認知症の正しい理解の浸透

・官民協働の基、住民参加型の見守りや捜索体制の強化等

・地域全体で「徘徊高齢者等の命を守る」支援体制の構築

協力：釧路市連合町内会、釧路市昭和地区連合町内会、昭和中

央町内会、釧路市民生委員児童委員協議会、昭和地区民

生委員児童委員協議会、釧路市老人クラブ連合会、昭和

地区老人クラブ連合会、老人クラブ昭和むつみ会、釧路

市社会福祉協議会、釧路警察署、釧路市消防本部、認知

症疾患医療センター（星が浦病院）、釧路地区障害老人

を支える会（たんぽぽの会）
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徘徊高齢者等捜索模擬訓練

内容： ①認知症の理解・SOSネットワークの説明等 屋内

②捜索依頼時の通報・声かけの実際

（屋内で寸劇・ロールプレイ等）

③捜索の実際（屋外で捜索訓練）

④振り返り （屋内で意見交換、アンケート等）

日程：

8:45    9:00               10:45           12:00  12:30  

           基  通        捜      振    

開      礎  報        索      り    閉 

会      学  訓        訓      返    会 

習  練        練      り    
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徘徊高齢者等捜索模擬訓練
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徘徊高齢者等捜索模擬訓練
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OSN（オレンジセーフティネット）
プレトライアル
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推進員活動上の工夫、心がけたこと

 完成後のイメージを具体的に持ち、関係者間での共有を図る。

（利用場所、対象者など）

 関係者に対する説明を省略しないこと。（話の行き違いを防ぐ）

 関係者の声を聴く（どんなことでも話していただける姿勢）

 関係者の協力をできるだけ得る

 自分たちの意見をしっかり確実に伝える。

（伝えた上で、お互いの妥協点を探る）

 誰のためのものなのかを明確に意識する。

（「使いやすさ」や「伝わりやすさ」を意識）

 地域を引っ張っている人（役員とは限らない）に注目し、連携を図る

 最終的に判断、決定し、責任を負うのは市の役割
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推進員活動は一人では絶対にできません。

地域の方々や、認知症の方、そのご家族、そして
本日出会った地域支援推進員の仲間がいます。

取組みは地域によってそれぞれ違いますが、活動
の基本的な理念は同じです。

活動に行き詰まったら、
誰かを頼る！！

今後推進員として活動していく皆様へ
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◆釧路の魅力

おまけ：その壱
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◆釧路のグルメ

おまけ：その弐
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ご静聴ありがとうございました

世界三大夕日のまち
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